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Ⅰ　基本情報

Ⅱ　令和４年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管
理業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

業務の範囲

(4)サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの
提供がなされるよう管理運営を行う。

(1)札幌市の公の施設であることを常に念頭におき、市民の福祉の増
進に努め、市民の公平な利用に供するよう管理運営を行う。

（１）総括管理業務
（２）施設・設備等の維持及び管理に関する業務
（３）施設における事業の計画及び実施に関する業務
（４）障害者社会参加推進センター運営に関する業務
（５）施設の利用等に関する業務
（６）前各号に掲げる業務に付随する業務

指定管理者評価シート

事業名 身体障害者福祉センター費 所管課（電話番号） 保健福祉局障がい保健福祉部障がい者更生相談所（６４１－８８５２）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

Ａ棟　昭和５３年８月１日
Ｂ棟　昭和６２年４月１日（増築）

延床面積

所在地 札幌市西区二十四軒２条６丁目１－１札幌市身体障害者福祉センター

公益社団法人　札幌市身体障害者福祉協会

令和２年４月１日～令和７年３月３１日

所管局の評価

施設数：１施設

名称

（１）　各種相談（就職相談、結婚相談、身の上相談）の実施
（２）　機能回復訓練、音声機能訓練、失語症言語訓練及びオストメイト社会生活訓練の実施
（３）　各種行事、活動育成事業、各種教養講習会やスポーツ教室の講習会等の実施疑義
（４）　身体障害者福祉専用バスの運営事業
（５）　受付案内、図書コーナー等施設の利用等に関する業務
（６）　自主事業（食堂運営）の実施
（７）　障害者社会参加推進センター運営事業
（８）　その他福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務

項　目 実施状況

Ａ棟　3,427.56㎡
Ｂ棟　1,848.75㎡　　　合計　5,276.31㎡

主要施設

身体障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

体育館、卓球室、研修室、第１～３会議室、和室、大会議室、料理実習室、陶芸室、機能回復訓練室、水浴訓練室、札幌市障が
い者更生相談所事務室、各団体事務室（５室）、食堂

理由：当該施設の設置目的と団体の設置目的が一致しており、関係団体との連携による効率的

な運営を図ることができるため。

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定管理者
の自己評価

指定単位
施設数：１施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

名称

募集方法

(2)　施設の設置目的等に資するよう適切な管理運営を行う。

(3)「さっぽろ障がい者プラン2018」に定める目標の達成その他札幌
市の障がい福祉政策との整合性を図りながら施設の管理運営を行う。

(5)利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させ
る。

(6)最少の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努め
る。

・基本方針に沿って
利用者本位の安全
で安定した管理業
務を遂行し、適切な
運営に努めた。

・基本方針に沿って適
切に管理運営を行って
いた。
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▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従事者の確保・配置、人材育
成）

協議・報告内容

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等の開催）

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確保、受託者への適切監督、
履行確認）

開催回

第３回
令和4年12月12

日

第１回
令和4年6月27日

第２回
令和4年9月26日

(1)　業務分担､指揮命令系統､連絡系統等を定め,職員が分掌事務を確実
に行うことで安定した管理業務を遂行する。

(2)　職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲を持って取
組めるよう、安全衛生などを含め十分な労働環境を整える。

業務の見直しを日常的、組織的に取組み、管理水準の維持向上に努め
る。

清掃、警備、各保守点検業務について、仕様書のとおり実施した。日々の
業務について日報の提出により履行確認を行った。

・令和3年度札幌市身体障害者福祉センターの利用状況
について
・身障センターの運営変更について

・防災訓練の実施について
・トイレの改修について
・庁内メールの取扱いについて
・体育館の雨漏り対策について

・防災訓練の実施について
・庁内メールの取扱いについて
・体育館の雨漏り対策について
・統一地方選挙での使用について

市民の障がい者福祉増進のための身近な存在として愛され親しまれる
施設として、障がいによる差別がなく誰もが安心して利用できる施設
運営を行うことが重要であると考え、次のことを基本に据え平等利用
の確保を図る。

(1)人に優しく、心の通い合うサービスの提供

(2)誰もが分け隔てなく安心して等しく利用できる施設づくり

(2)　空気調和設備の冷暖房温度を夏26度・冬24度を基準温度として設定
管理する。

(3)　ボイラーの負荷率を100％に設定管理しボイラーの不完全燃焼の防止
を図る。

 (4)　所有する車両のアイドリングを可能な限り抑制し、排気ガス排出の減
少を図る。

(5)　職員に対し、温度管理への協力を強く求める｡また、ロードヒーティング
の使用電気料を抑制するため、気象情報を適切に把握し稼働する。

(1)　消灯や適正な温度設定を行うことにより、電気使用量、重油使用量の
節約に努めるとともに、センター事務室で一括管理を行う。

・明るくはきはきとし
た応対を心がける
など管理業務計画
に沿って実施する
ことができた。

・環境配慮への意
識を高めてエネル
ギーの節約に努
め、計画どおり実施
することができた。
　ただし、空調設備
の故障により冬の
一部期間、基準温
度を確保できない
時期があった。

・計画どおり実施す
ることができた。

・計画どおり実施す
ることができた。

・計画どおり実施す
ることができた。

・定められた3か月
に1回の運営協議
会を開催し、計画ど
おり実施することが
できた。

・方針に沿った適切な
運営が実施されてい
た。

・光熱費が高騰する
中、使用量の節減を図
り、環境負荷の低減を
意識していた。

・年度途中での職員の
入れ替わりもあった
が、引継ぎ含め適切に
対応し、サービスの質
の低下は見られなかっ
た。

・適切に実施していた。

・計画に則り適切に実
施していた。

・運営協議会は仕様書
に則り適切に実施して
いた。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

＜協議会メンバー＞

（２）労働関
係法令遵
守、雇用環
境維持向上

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリングの実施、事業報告、札
幌市の検査等への対応、自己評価の実施）

(1)記録
業務の実施に関する記録・帳簿等を整備、保管した。

(2)セルフモニタリング
身障センターの管理運営業務の実施状況について自ら監視・測定を行っ
た。

(3)事業報告
協定で定めるところにより、「管理業務の実施状況報告書」等の各書類を
札幌市に適宜提出した。

(4)札幌市の検査等への対応
施設の管理運営の一切に関する札幌市の検査・確認・要請等に誠実に対
応した。

(5)自己評価の実施
施設の利用状況、セルフモニタリングの結果等を踏まえ、札幌市が定める
ところにより、管理業務の自己評価を行い事業報告書の提出に合わせて
札幌市に報告した。

(1)職員が時間外労働・休日労働をした場合、法定割合の割増賃金 を支
払った。

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上(事故の有無などの安全衛生面を含む)

(2)職員の労働時間は、週40時間、1日8時間を順守した。

(3)全ての職員は雇用保険、厚生年金、健康保険に加入し、必要な届出等
も適宜適切に行った。
また、年1回定期健康診断を実施した。

(4)第三者委託により実施している業務について、受託者に当該業務従事
者の労働環境に関わる情報提供を求めた。

・札幌市肢体障害者協会理事長
・札幌市視覚障害者福祉協会会長
・札幌市中途失聴・難聴者協会会長
・札幌市障がい者更生相談所長・身体障がい相談係長・事務職員
・札幌市身体障害者福祉協会会長・事務局長・次長・館長

▽　要望・苦情対応

第４回
令和5年3月13日

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

・庁内メールの取扱いについて
・統一地方選挙での使用について
・暖房修繕について

(1)他の業務と経理を明確に区分し、収支その他経理に関する記録等を整
備する。

(2)指定管理に係る経費の収支については、独立した預金口座により管理
する。

施設の管理に関する利用者その他の市民からの要望、苦情等に迅速かつ
適切に対応し、その結果を札幌市に報告した。

・定められた3か月
に1回の運営協議
会を開催し、計画ど
おり実施することが
できた。

・計画どおり実施す
ることができた。

・改善できることか
ら取り組んだ。

・計画どおり実施す
ることができた。

・計画どおり実施す
ることができた。

・運営協議会は仕様書
に則り適切に実施して
いた。

・法令等及び各種ガイ
ドラインに則り適切に
実施していた。

・複数の要望に対して
本市に相談し適切に対
応していた。

・適切に実施していた。

・適切に実施していた。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

2 ／ 7 22 ／ 67

2 ／ 9 12 ／ 39

5 ／ 9 48 ／ 97

4 ／ 17 21 ／ 82

3 ／ 19 11 ／ 57

3 ／ 23 23 ／ 130

10 ／ 221 44 ／ 805

4 ／ 38 21 ／ 179

0 ／ 0 6 ／ 41

0 ／ 0 8 ／ 50

5 ／ 32 5 ／ 32

0 ／ 0 1 ／ 21

0 ／ 0 42 ／ 238

0 ／ 0 11 ／ 48

4 ／ 34 37 ／ 276

4 ／ 12 24 ／ 69

0 ／ 0 4 ／ 12

46 ／ 421 340 ／ 2,243

創
造
的
活
動

社
会
適
応
活
動

レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
活
動

・コロナ禍のため、
全て計画どおりと
はいかなかった。

・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上への配慮、連絡体制確
保、保険加入）

▽　防災

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修繕、備品管理、駐車場管
理、緑地管理等）

（4）事業の計
画・実施業務

▽学習機会の提供業務

・教養講習会等事業
利用者ニーズを反映した多彩な講座を展開し、身体障害者の生涯学習意
欲の向上を図った。

令和３年度
回数／人数

令和４年度
回数／人数

生花教室

短歌教室

陶芸教室

手芸教室（肢体）

手芸教室（中失）

絵画教室

茶道教室（肢体）

健康づくり教室

総　　計

手話教室（中失）

(1)　利用者等の安全については、業務仕様書及び法令を遵守することに
より確保した。

(2)　拾得物の取り扱いについては、センター受付で保管し適切に管理し
サービスの向上に努めた。

(3)　損害賠償保険は仕様に適合したものに加入した。

清掃、警備、設備保守点検業務等について、仕様書のとおり実施した。
主な修繕としては、空調設備修繕、防犯カメラ設備整備、事務室等ドア交
換などを行った。

＜再委託業務＞
・清掃業務委託
・警備業務委託
・空調・給排水・衛生設備保守管理業務委託
・エレベーター保守管理業務委託
・自動ドア保守点検業務委託
・電話設備保守及び非常用呼出装置点検業務委託
・自家用電気工作物保安管理業務委託
・消防用設備等点検業務委託
・塵芥処理業務委託
・除排雪業務委託

10月と２月の２回防災訓練を実施した。10月の訓練については、新型コロ
ナ感染拡大防止を考慮し、インターネット上での防火訓練情報を個別に確
認する内容とした。

＜実施状況＞

ペン字教室

料理教室（肢体）

料理教室（中失）

英会話教室

トータルコミ（中失）

民謡教室

カラオケ教室

囲碁教室

・安全かつ安定した
維持管理業務を遂
行するとともに、利
用者の安全に配慮
した整備を行った。

・再委託業務の決
定にあたっては、指
名競争入札、見積
合せを実施し、透
明性を確保した。
また、市内企業や
福祉団体を積極的
に活用した。

・計画どおり実施す
ることができた。

・いずれの項目も適切
に実施されていた。

・コロナ禍の中、実施
手法を工夫し、防災知
識の周知を実施してい
た。

・仕様書に則り適切に
実施されていた。

・令和４年度財務監査
において適切に委託を
実施していることを確
認した。

・新型コロナウイルス
感染拡大に伴う市有施
設の休館はなく、令和
３年度と比較しほぼ全
ての教室において実施
回数は増加している
が、要求水準を満たし
たものは少ない。しか
し、令和４年度も３密の
回避など感染リスクの
高い行動については控
えるよう推奨されるよう
な状況にはあった。
よって、達成した事業
数は少ないが、本件は
天災等（令和４年度に
おいては、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影
響を含む）の外部要因
によるものであり、指
定管理者が相当努力
しても達成できなかっ
たものと認めることとす
る。
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活動状況

・毎週月曜日　13:00～17:00

・日常的な囲碁研究や春期大会への参加。

・施設、団体との交流会の実施。

・第1・3火曜日　10:00～12:00

・花瓶や壺などの製作実施及び文化祭での

　作品展示。

卓
球
教
室

水
泳
教
室

自
主
訓
練

運
動
・
日
常

動
作
・
物
療

・計画どおり実施す
ることができた。

・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

・計画どおり８団体
への助成を実施す
ることができた。

・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

実施回数 195 173 181 288

延べ人数 549 586 243 691

延べ人数 1991 0 0 413

水
浴
訓
練

実施回数 86 0 0 0

延べ人数 253 0 0 0

・スポーツ活動育成事業
障がい者の社会活動への参加促進と生きがいの高揚を目的に活動してい
るスポーツクラブに対して活動費の助成を行った。

＜令和４年度助成クラブ内訳＞
・札幌ハンディキャップテニス
・ゲートボールクラブ
・パークゴルフクラブ
・卓球クラブ
・ボッチャクラブ
・水泳クラブ
・車椅子バスケットクラブ
・ボーリング

・機能回復訓練
新型コロナ感染防止の観点から理学療法士・物理療法担当者の指導の
もと実施した。

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

実施回数 140 0 0 95

実施回数 37 25 32 45

延べ人数 187 133 129 253

ア
ー

チ
ェ

リ
ー

教
室

実施回数 7 0 0 16

延べ人数 18 0 0 58

22 12 4 24

＜実施状況＞

延べ人数 227 80 29 235

陶芸
サークル

＜令和４年度助成クラブ内訳＞

・文化活動育成事業
障がい者の社会活動への参加促進と生きがいの高揚を目的に、自主的に
活動している文化クラブに対して活動費の助成を行った。

クラブ名

壱石会

・スポーツ教室の開催
スポーツを通じて機能回復訓練や健康・体力増進を図るとともに、社会へ
の積極的な参加促進を図った。

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

実施回数

・要求水準（144回）は
未達であったが、本件
も天災等（令和４年度
においては、新型コロ
ナウイルス感染拡大の
影響を含む）の外部要
因によるものであり、
指定管理者が相当努
力しても達成できな
かったものと認めること
とする。

・適切に実施していた。

・要求水準を上回る回
数を実施できていた。

・適切に実施していた。

5
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・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

・関係機関と連携し
対応することができ
た。

0 0

結婚相談 10 8 1 4

・就職相談、結婚相談、身の上相談等、障がいのある方の各種相談に
応じ、必要な助言・指導を行っている。

＜実施状況＞　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

就職相談

身の上相談等

・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

0 0 1 17

就職件数 0 0

0 0 0 21

実施回数 9 6 2 6

延べ人数 205 76 31 75

延べ人数 465 0 0 294

・オストメイト社会生活訓練
ストーマ用装具を利用している人やその家族を対象に、社会生活に必
要な知識を習得し、不安を取り除くことで社会参加の促進を図るため
の相談会を実施した。

＜実施状況＞

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

・音声機能訓練・指導者育成
疾病などによって喉頭を摘出して音声機能を失った人を対象に、コ
ミュニケーションの円滑化を進め社会参加の促進を目的に発声訓練を
行った。

＜実施状況＞

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

実施回数 28 0 0 21

実施回数 33 33 37 38

延べ人数 110 110 112 75

延べ人数 110 51 60 158

・失語症聴能言語訓練
指導員1名を配し、失語症障がい者を対象に自立促進と社会生活への
適応力を高めることを目的に、発声や発語等の訓練を行った。

＜実施状況＞

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

・言葉の教室
失語症の人を対象にグループ討論会などを通して総合的に言語訓練を
行った。

＜実施状況＞

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

実施回数 10 5 6 12

・要求水準を達成して
おり、適切に実施して
いた。

・要求水準にはわずか
に達していないが、本
件も天災等（令和４年
度においては、新型コ
ロナウイルス感染拡大
の影響を含む）の外部
要因によるものであ
り、指定管理者が相当
努力しても達成できな
かったものと認めること
とする。

・要求水準には達して
いないが、本件も天災
等（令和４年度におい
ては、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響
を含む）の外部要因に
よるものであり、指定
管理者が相当努力して
も達成できなかったも
のと認めることとする。

・要求水準には達して
いないが、本件も天災
等（令和４年度におい
ては、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響
を含む）の外部要因に
よるものであり、指定
管理者が相当努力して
も達成できなかったも
のと認めることとする。

・相談件数が飛躍的に
増加するなど、適切に
実施していた。
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（別紙１）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

☆通常使用目的

☆特定使用目的

☆通常使用目的

☆特定使用目的

・コロナ禍の影響が
和らいだことから、
利用人数はコロナ
以前の約60％程度
まで回復した。

・大型バス及び中
型バスについて
は、コロナ禍の影
響が和らいだこと
から、稼働率はコロ
ナ以前のそれぞれ
約70％程度まで回
復した。
　また、安全運転を
励行し無事故で運
行することができ
た。

124 935

361

第3会議室 1,488

音楽室 3,478

和室 2,807

大会議室 10,744 2,642

127

223 -

61 477188

第1会議室 1,962

第2会議室 1,758

R２実績

9,678

R４実績

3,109

（人）

2,859

▽　利用人数

2,831

R３実績

（5）施設利用
に関する業
務

2,453 934

1,572 1,180

437

214

54 907

3,865

体育館 7,588

卓球室 4,838

研修室 6,298

室　名 R元実績

1,289 10,578

合　計 40,961 11,103 6,758 30,938

34 1,667

（人）

室　名 R元実績 R２実績 R３実績 R４実績

料理実習室 721 0 0 194

実習室 1,601 882 315 1,294

パソコン室 839 189 14 -

合　計 3,161 1,071 329 1,488

▽　稼働率

（％）

室　名 R元実績 R２実績 R３実績 R４実績

体育館 44.4 33.3 30.0 62.0

卓球室 43.3 22.7 16.5 27.6

研修室 50.4 23.8 23.7 42.9

第1会議室 39.6 10.0 6.7 34.4

第2会議室 47.7 7.5 3.0 15.2

第3会議室 35.4 6.6 3.2 20.5

音楽室 42.1 10.3 7.4 -

和室 40.6 4.2 0.9 29.5

大会議室 64.6 24.4 15.8 67.0

室　名 R元実績 R２実績 R３実績 R４実績

料理実習室 9.8 0.0 0.0 4.3

・身体障害者福祉専用バス（福祉バス）の運行
身体障がい者の行事等への交通移動支援として、車いすリフト付きバ
ス及び福祉車両（車いす移動車）を運行し、身体障がい者の社会参加
促進を図った。

＜利用状況＞

大型バス 中型バス

28.9

パソコン室 24.0 4.5 0.4 -

実習室 26.8 27.8 12.2

142

人数 3,877 2,701
R元年度

件数 149

走行距離 9,702 10,705

稼働率 62.08 59.17

R2年度

件数 73 60

人数 1,355 676

走行距離 4,236 4,332

稼働率 29.92 24.92

・新型コロナウイルス
感染症拡大前の水準
には戻っていないが、
行動制限の緩和に伴
い利用者数は前年度
から大幅増となってお
り、施設利用の促進が
一定程度なされたと判
断する。

・新型コロナウイルス
感染症拡大前の水準
には戻っていないが、
行動制限の緩和に伴
い利用者数は前年度
から大幅増となってお
り、施設利用の促進が
一定程度なされたと判
断する。
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（別紙１）

・大型バス及び中
型バスについて
は、コロナ禍の影
響が和らいだこと
から、稼働率はコロ
ナ以前のそれぞれ
約70％程度まで回
復した。
　また、安全運転を
励行し無事故で運
行することができ
た。

・コロナ禍の影響で
一部中止となった
が、書面開催やオ
ンライン開催などに
よりほぼ計画どおり
参加・実施すること
ができた。

R３年度

件数 57 47

人数 1,072 535

走行距離 3,342 3,072

稼働率 23.55 19.42

49.79 37.86

2,364 1,700

走行距離 7,805 5,937

稼働率

26 5

人数 123 18

走行距離 1,131 89

稼働率 10.83 2.08

福祉車両
（車椅子移動車）

R４年度

件数 121 92

人数

R2年度

件数 2 1

人数 4 3

走行距離 139 30

稼働率 0.82 0.41

1号 2号

R元年度

件数

R３年度

件数 5 1

人数 25 5

走行距離 139 30

稼働率 0.82 0.41

R４年度

件数 19 0

人数 76 0

走行距離 433 0

稼働率 7.82 0.00

・障害者社会参加推進センター運営事業

(1)　日本身体障害者福祉大会
　　令和４年６月２０日（YouTube配信による開催）

(2)　日本身体障害者団体連合会理事会・評議員会
　（理事会）
　　令和４年　５月１１日（オンライン開催）
　　令和４年１２月２１日（オンライン開催）
　　令和５年　３月　３日（オンライン開催）
　（評議員会）
　　令和４年　６月　８日（オンライン開催）
　　令和５年　３月２４日（オンライン開催）
　（施策等検討委員会）
　　令和４年　６月１５日（オンライン開催）
　　令和４年１０月１４日（オンライン開催）

(3)　東北・北海道ブロック身体障害者団体連絡会
　　令和４年　７月２１日（秋田市で開催）

(4)　政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会
　（協議会）
　　令和４年　９月（書面による開催　千葉市）
　（団体長会議）
　　令和４年　２月１７日（広島市で開催）

＜身体障害者関係各種会議（研修会）への出席＞

＜身体障害者関係各種研修会の開催＞

＜民生・児童委員・地区福祉団体との懇談会出席＞

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

・適切に実施していた。
次年度以降も引き続き
社会参加福祉事業の
実施や、当該事業実施
に必要な情報収集・調
査・研究等を実施し、
事業目的の達成を期
待したい。

8
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　食事提供事業（食堂）は、コロナ禍の影響から令和３年11月以降再開に至らなかったが、
新たな事業者探しを継続し、現在実施に向け協議中である。

・コロナ禍の影響に
より計画どおり実施
することが困難で
あった。

　警備、保守点検業務等の再委託は市内の企業に、清掃業務は知的障がい者を雇用して
いる社会福祉法人に発注した。

・計画どおり実施す
ることができた。

・コロナ禍の影響を
除いては、計画ど
おり実施することが
できた。

・コロナ禍の影響に
より計画どおり実施
することが困難で
あった。

・コロナ禍の影響で
一部中止となった
が、書面開催やオ
ンライン開催などに
よりほぼ計画どおり
参加・実施すること
ができた。

・コロナ禍の影響に
より計画どおり実施
することが困難で
あった。

（6）付随業務 ▽　広報業務

＜札幌市障害者社会参加推進協議会＞

令和４年７月１１日（身障センターで開催）
障害者週間記念事業等について情報交換を行った。
＜更生団体＞
身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、精神障害者家族連合会、肢
体障害者協会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者協会、知的障がい福
祉協会、社会福祉協議会、精神障害回復者クラブ連合会、札幌市（障
がい福祉課）

該当なし

▽　身体障害者福祉月間行事等

施設のＰＲや情報提供のため、ホームページの更新等を行った。
また、小中学校の「総合的な学習」「福祉に関する授業」や各団体の受入
は新型コロナ感染拡大防止の観点から見合わせた。

毎年10月を「身体障害者福祉月間」とし、身体に障がいのある方の社会参
加の促進や身体障がい者に対する市民の理解を深めていくことを目的に
各種事業を実施した。ただし、一部は新型コロナ感染症拡大防止のため中
止した。

（1）文化祭
日ごろの障がい者の文化活動の紹介と地域の方々と交流を目的に、作品
展示や楽器演奏会を実施した。

（2）金婚・銀婚をねぎらう会
結婚25年・50年を迎えた人のお祝いと、その労をねぎらい対象者8組に記
念品を贈呈した。

（3）　ありがとうごくろうさまの集い
障がいを克服し、模範的自立更生を遂げた方に対し、これまでの労をねぎ
らい、表彰を行った。（視覚障害者福祉協会文化祭と併せて実施）

新型コロナ感染症の影響で利用者数が完全に回復しておらず、例年どおりのアンケー
ト回収が困難なこと、アンケート用紙の配付・集計等による感染の危険性があることか
ら、令和３年度に引き続き令和４年度も利用者アンケートを実施しなかった。

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

▽　引継ぎ業務

２　自主事業その他

▽　自主事業

・アンケートの実施手
法に工夫の余地はあ
るが、コロナ禍の影響
を考慮し、要求水準は
達したとみなす。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

・適切に実施していた。

・ホームページの更新
は適切に実施してい
た。施設のＰＲは新型
コロナウイルス感染症
の拡大防止の点から
評価の対象外とする。

・適切に実施していた。

・自主事業の再開はで
きていない。しかし、コ
ロナ禍であっても事業
の再開に向けて大変
熱心に取り組んでいた
と認められる。今後の
再開に向けて大いに期
待したい。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ⅲ　総合評価

令和４年度は令和３年度と比較して新型コロナウイルス感染症拡
大防止に伴う行動制限が緩和され、これに伴い当施設においても
貸館の人数制限緩和等の措置をとった結果、利用者数は前年度
から大幅増となった。定員の撤廃ではなく緩和の措置を取ったこと
で、施設内で感染拡大が発生する事案はなく、また、消毒等の対
応も適切だった点は良好な管理運営がなされたと判断する。その
他、施設内の各種修繕等に迅速に対応していた点も同様に良好
であったと判断する。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用者数減少の影響は甚大であ
り、令和４年度においてもコロナ前の6割程度しか利用者は戻っていない。
貸館の人数制限を撤廃したため、今年度は一定程度利用者数の増加が見
込めるが、コロナ禍での各団体の活動休止・解散の影響で、コロナ前には
及ばないと予想される。よって、従来以上に積極的に施設利用を促進する
広報活動を展開したり、各種イベントの開催・誘致、福祉バス等の閑散期の
利用者掘り起こしなど、利用者数増に向けた取組に期待したい。また、利用
者数増を見据え、館内利用者に食事提供する自主事業について、再開へ
の取り組みを加速してほしい。

・新型コロナウイル
ス感染拡大がある
程度落ち着いたた
め、、教育講習会
（各教室）の開催回
数が増え講師等へ
の諸謝金が増加し
た。
一方、福祉バスの
大規模な修繕等が
なかったため、車両
費の支出は減少し
た。
トータルとしては、
令和３年度に比較
して支出が増加し
た。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

純利益 0 ▲ 5,599 ▲ 5,599

▽　説明

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン条例及び暴力団の排除の
推進に関する条例への対応

総合評価 来年度以降の重点取組事項

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

令和４年度は、光熱費の高騰により、令和３年度に比べ支出が増加したものの、市か
らの指定管理費の補填により解消された。しかしながら人件費の高騰による委託業務
の増加等が大きく影響し、令和３年度より純利益が下がった（赤字が増大した）。

当協会の財務状況等は、経常収益は減少しているが、支出の削減で対応している。ま
た、法人の管理運営資金として充分な固定資産を保有しており、安定経営能力を維持
している。

各条例の規定に則り、全て適切に対応した。
協定に関する契約（第三者への委託、物品調達等）については適正に実施した。

令和４年度においては、新型コロナウイルス感染が収まらなかっ
たことから、身障センターでは、手指や使用備品の消毒の徹底、
部屋の利用人数制限などを実施し、利用者と職員の安全を最優
先に新型コロナウイルス感染症拡大防止に務めた。
こうした対策が奏功し、身障センター内での集団感染の発生など
の重篤な事案はなかった。
また、貸館及び福祉バスについては、引き続きコロナ禍の影響を
受けたものの、利用人数、件数、稼働率とも令和３年度より回復し
た。

・管理経費の縮減
・計画的な修繕等の実施
・食堂（自主事業）の再開

その他 100 100

自主事業収入 0

指定管理業務支出 115,222 124,491 9,269

支出 115,222 124,491 9,269

自主事業支出 0

収入-支出 0 ▲ 5,599 ▲ 5,599

0

利益還元 0

法人税等

４　収支状況

115,222 118,792 3,570

利用料金 0

指定管理費

・委託業務費の大幅な
増加については、仕様
書の要求水準を満たし
つつ、委託内容や委託
先を精査して対応する
こと。光熱費の高騰に
ついては、引き続き節
減に努めること。

3,670

指定管理業務収入 115,222 118,892 3,670

収入 115,222 118,892

▽　収支

項目 Ｒ４年度計画 Ｒ４年度決算 差（決算-計画）

（千円）
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